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第３回高齢者医療制度改革会議の議題に対する意見 

 

全国後期高齢者医療広域連合協議会 

 会長 横 尾 俊 彦 

 

 後期高齢者医療制度廃止後の新たな制度の創設に当たり、当協議会の考え方につい

ては、昨年９月３０日及び１１月２０日に長妻厚生労働大臣に別添の要望書を提出し

たところである。 

特に、本日の議題である「運営主体のあり方」については、次のように示している。 

 

 ① 国又は都道府県の立場を明確にすること。 

 ② 国及び都道府県が主体的な役割を果たす制度とすること。 

 

 また、本日の資料に挙げられている「広域連合のメリット・デメリット」について

は、次のようなことも検討すべきである。 

 

 

○保険業務はもとより、行政処分事務、企画調整事務等もあり、常に法律等に長け

た職員等が必要だが、広域連合職員は、概ね２～３年を期間とする派遣職員であ

り、こうした職員の確保は難しく、制度に対するスキルアップを図り難いこと 

 

○広域連合のためだけに議会や各種委員会などが設置されており、このための事務

負担も大きく、また非効率な面も内包していること 

 

○運営主体を都道府県とすれば、都道府県民を対象として健康増進策を含む医療費

適正化や医療サービスの提供等の政策と有機的な連携を図ることができるが広

域連合では十分に連携を図ることができない 

 

 

なお、以下の点にも特段の配慮が必要と考えられる。 

 

①中間とりまとめに向け、改革会議として各論ごとに、ある程度の意見集約を諮り、

方向性について適宜示すことが望まれる。 

 

②意識調査の実施や地方公聴会の開催について、どの時期に、何を実施し、何を決

めるのかについて、より詳細で具体的なスケジュールを明らかにすべき。 

 

③広域連合や関係団体等からの意見を改革会議にフィードバックすることで議論

をより深化させる必要があると考えられるが、今後、広域連合に対して意見聴取

を行い、再度改革会議において議論する機会があるべきではないか。 

 

 → 関係者からの十分な意見聴取を行わず、徒に時間だけが経過し、十分な検証等

もないまま、見切り発車状態で移行することで、現行制度施行時の二の舞になる

ことだけは避けるべき。 
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